
中央自動車道八王子インターチェンジ北地区まちづくり方針（原案） 
に対する意見募集の結果について 

 
【実施概要】 
◆ 実施期間・・・・平成 23年 7月 22日から平成 23年 8月 5日まで 
◆ 提出人数・・・・３名 
◆ 提出方法・・・・ＦＡＸ ３件 
◆ 件  数・・・・５件 

 
【意見の内訳】 
１． 土地利用の方針について（３件） 
（１）複合拠点施設ゾーンについて（２件） 
（２）公園について（１件） 
２． 地区施設等の整備方針について（１件） 
３． その他の意見（１件） 
 
【意見の要旨と市の考え方】 
№ 意見の要旨 市の考え方 
１．土地利用の方針について（３件） 

（１）複合拠点施設ゾーンについて（２件） 

1-1 左入及び滝山地区はスーパ
ーが無いのでぜひともスー

パーは必要だ。 

1-2 今一番願うことは、近くにス
ーパーが出来ること。一日も

早くできることを願う。 

本地区の都市機能導入イメージの中で、北部地

域の利便性向上を図る機能を謳っており、また

複合拠点施設ゾーンの土地利用の方針のひと

つとして、北部地域の地域振興拠点として、住

民の利便性向上を目指した機能の導入を図る

こととしております。 
ご意見を参考とさせていただき、土地利用の方

針に沿ったまちづくりを進めてまいります。 
なお、具体的な整備内容については現在のとこ

ろ事業者から聞いておりません。 

（２）公園について（１件） 

1-3 左入町会は今年も、今回説明
会があった方針の区域内で

町会の行事を行っている。ぜ

ひ、方針区域内に町内会での

行事ができる公園を設けて

ほしい。災害時にも有効活用

できるよう願います。 

土地利用の方針として、区域内に地区内の都市

環境に潤いを与えるとともに、日常的な利用に

対応する公園の設置を予定しております。 
具体的な整備については土地区画整理事業に

よる基盤整備に合わせ、ご意見を参考とさせて

いただきます。 
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２．地区施設等の整備方針について（１件） 

2-1 車利用の利便性が良いだけ
に排気ガスによる環境悪化

が心配である。十分な緑化を

お願いする。 

本地区の都市機能導入イメージについても、環

境への配慮による自然あふれる空間づくりを

前提としており、地区施設等の整備方針の中で

も、本地区特有の環境に配慮した自然あふれる

空間づくりを目指し、丘陵地形と周辺の既存樹

林等が形成する景観を考慮した緑豊かな環境

を整備することとしております。 
本方針に沿った整備を進め、十分な緑化への配

慮がなされるよう調整してまいります。 
３．その他の意見 

3-1 複合拠点施設ができると交
通量が多くなると思われる

ので、道路整備を確実に行っ

ていただきたい。 
道の駅滝山との連携を考え

ると、滝山街道と新滝山街道

との連絡道路を整備する必

要があると思います。 

本まちづくり方針では道路の整備について、

土地区画整理事業の推進により、将来の土地利

用計画に応じた区画道路を計画的に整備する

こととしております。 
今後、本方針に沿った整備を進める中で、道路

整備や道の駅滝山との連携について具体的内

容や方法を調整してまいります。 

 


